
 

 

「食品健康影響評価の結果に基づく施策の実施状況の調査結果について（平成 
１７年１０月）」に係る審議における指摘を踏まえた対応について（報告） 

 

「食品安全健康影響評価の結果に基づく施策の実施状況の調査結果について（平成１７年１０

月）」に係る審議（食品安全委員会第１１７回会合（平成１７年１０月２７日））において、リス

ク評価結果とリスク管理措置との整合性について指摘がなされたことを踏まえ、別添のとおり

「食品安全委員会とリスク管理機関との連携・政策調整の強化について」（平成１６年２月１８

日関係府省申合せ。以下「関係府省申合せ」という。）の一部改正（平成１８年３月３１日施行）

を行ったところである。 

なお、関係府省申合せ１の（２）の②に規定する新たな照会手続については、以下のとおり取扱う

こととする。 

 

【新たな照会手続について】 

（リスク評価結果とリスク管理機関が講じようとする施策との整合性について疑義が生じた場合) 
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① リスク管理機関は、リスク評価の結果に係る解釈について食品安全委員

会事務局（以下「事務局」という。）へ文書で照会。 

② 照会内容について、事務局から食品安全委員会委員長及び各委員並びに

専門調査会座長に確認。 

また、必要に応じて、専門調査会の各専門委員に確認。 

③ 事務局は、②における確認内容を踏まえ、リスク管理機関に対して文書

で回答。 

④ リスク管理機関に対して行った回答及び照会内容について、事務局が委

員会会合において報告。 

リ
ス
ク
管
理
機
関 食品安全委員会事務局 

食品安全委員会 

専門調査会 

①照会 

③回答 

②
確
認 

②
確
認 

④
報
告

資料６－３

ppaa078
テキストボックス
資料 ３ー２

ppaa078
テキストボックス
※ 平成18年4月6日 第138回食品安全委員会 資料6-3より抜粋

ppaa078
取り消し線

ppaa078
取り消し線

ppaa078
取り消し線

ppaa078
取り消し線




